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「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマーク使用に関する要綱 

 

制定 令和６年９月18日 脱脱ラ第340号（局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）を使用する

場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。 

 

（ロゴマークの使用目的） 

第２条 ロゴマークは、2030年度の温室効果ガス50％削減目標を達成、2050年の脱炭素社会実現に向け

て、脱炭素や生物多様性等、環境に配慮した取組を市・市民・事業者が一丸となって進めていくため

のツールとして、脱炭素の普及啓発・機運醸成のために使用するものとする。 

 

（使用者） 

第３条 ロゴマークは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。 

(1) 営利（寄附金の募集などを含む。）を目的として使用するとき又はそのおそれのあるとき。 

(2) 政治的、宗教的その他特定の主張を行う目的のとき。 

(3) 法令及び公序良俗に反する目的、横浜市の信用または品位を害する目的、第三者の利益を害す

る目的及び反社会的であると認められる目的のとき。 

(4) 自己の商標や意匠とするなど独占的に使用するとき又はそのおそれのあるとき。 

(5) 特定の個人、事業者、団体、政党若しくは宗教団体を横浜市が支援若しくは公認しているよう

な誤解を与えるとき又はそのおそれがあるとき。 

(6) 前各号に定めるもののほか、その使用が前条に定める使用目的に鑑みて不適当であると横浜市

長（以下「市長」という。）が認めるとき。 

 

（使用承認手続） 

第４条 ロゴマークを使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、使用を開始する３週間

前までにロゴマーク使用申請書（第１号様式）に必要な書類を添付して市長に提出し、承認を受

けなければならない。 

２ 前項の申請を承認したときは、市長は、ロゴマーク使用承認書（第２号様式）を申請者に交

付する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号にあたる場合は、別に定める方法により第８条に定め

る所管課に使用目的、使用期間、使用形態、製作数及び連絡先を、使用を開始する１週間前まで

に申し出ることでロゴマークを使用することができる。 

(1) 横浜市がその業務の目的において使用する場合 

(2) 横浜市が共催又は後援する行事について、その共催又は後援を示す目的において使用する場合 

(3) その他申し出ることを必要としないと市長が認めた場合 

４ 市長は、ロゴマークの使用が第３条各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しないも

のとし、ロゴマーク使用不承認書（第３号様式）を申請者に交付する。 

 

（使用上の遵守事項） 

第５条 申請者は、使用しようとするデザインについて「『YOKOHAMA GO GREEN』ロゴガイドライ

ン」（以下「ガイドライン」という。）を遵守しなければならない。ただし、市長が認めた場合は
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この限りでない。 

２ 申請者は、ロゴマークの使用が認められた場合、前項の事項に加え、次の各号に定める事項

を遵守しなければならない。 

(1) 承認された用途のみに使用すること。 

(2) 使用開始に先立ち完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められる

ものについては、該当物件の写真の提出をもって代えることができる。 

３ 申請者は、ロゴマークの使用が認められた場合、次の各号に掲げる事項を了承して使用する

こととする。 

(1) ロゴマークの使用は、申請者の責任の下で行うこと。 

(2) ロゴマークの使用が認められる場合であっても、市長は、申請者や申請者の商品・サービス

等について推奨や保証等を行うものではないこと。 

(3) ロゴマークが使用された媒体やその内容、ガイドラインに反するロゴマークの使用など、

個々のロゴマーク使用について、市長は一切の責任を負わないこと。 

 

（使用料） 

第６条 ロゴマークの使用料は、無料とする。 

 

（使用の取消し） 

第７条 申請者が、第５条に定める事項を遵守しなかったときその他当要綱に違反したときは、

市長は、その承認を取り消すことができる。この場合において、当該申請者に損害が生じても、

市長はその責めを負わない。 

 

（所管） 

第８条 当要綱に関する事務は、脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素ライフスタイル推進課が所管す

る。 

 

（補則） 

第９条 当要綱に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年９月18日から施行する。 



3  

第 号 

「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマーク使用承認書 

年 月 日 

横浜市長 

上記のとおり「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマークの使用について承認します。 

承認番号 号 

第１号様式（第４条第１項）兼第２号様式（第４条第２項） 

 

 

「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマーク使用申請書 

年 月 日 

 

横浜市長  

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者名） 

 

「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマークの使用について、承認をお願いいたします。 

なお、使用に際しては、使用条件等を遵守することを誓約いたします。 

 

使用目的  

使用ロゴデザイン 

※ガイドラインの番号を記載

してください 

 

使用形態 

※使用イメージを添付してく

ださい 

（１）使用物件 

（２）規格 

製作数  

利用希望期間 年 月 日から 年 月 日まで 

連絡先 

（担当者氏名、電話番号ほか） 
 

特記事項  

 

横浜市記入欄 
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第 号 

年 月 日 

横浜市長 

承認番号 号 

 

第１号様式（第４条第１項）兼第２号様式（第４条第２項） 

 

 

「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマーク使用申請書 

年 月 日 

 

横浜市長  

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者名） 

 

「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマークの使用について、承認をお願いいたします。 

なお、使用に際しては、使用条件等を遵守することを誓約いたします。 

 

使用目的 
当施設を利用される市民等に対して、脱炭素の機運醸成を図るた

め。 

使用ロゴデザイン 

※ガイドラインの番号を記載

してください 

１、４ 

使用形態 

※使用イメージを添付してく

ださい 

（１）使用物件 ポスター 

（２）規格 Ａ３片面 

製作数 ５枚 

利用希望期間 ２０２４年１０月１日から ２０２４年１０月３１日まで 

連絡先 

（担当者氏名、電話番号ほか） 
担当者：××課○○ 電話番号：１２３－４５６７ 

特記事項 
 

 

横浜市記入欄 

記入例 

「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマーク使用承認書 

上記のとおり「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマークの使用について承認します。 
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第３号様式（第４条第４項）  

第 号 

年 月 日 

 

「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマーク使用不承認書 

 

 
様 

 

横浜市長 

 

年 月 日付で申請のありました「YOKOHAMA GO GREEN」ロゴマークの使用について、下記の事

由により不承認することに決定しましたので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用不承認の事由 

 

 

 

 

 

特記事項 

 

 


